
第９号諮問に係る

第５回世田谷区清掃・リサイクル審議会

令和６年１２月３日（火）

資料４
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第9号諮問審議予定
（第８～９期：令和5年10月～令和8年5月(予定)）

第１回   清掃関連施設見学（可燃・不燃・資源・普及啓発）

第2回 清掃・リサイクル行政が抱える現状と課題について

審議テーマ①  デジタル技術等を活用した新たなごみ減量施策等について

(第3～5回（予定）) ・より効果的な普及啓発に向けた取組

・収集業務等、現場作業の効率化に向けた取組 等

審議テーマ②  経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について

(第５～８回（予定）)  ・経済的インセンティブ等を活用した取組

・家庭ごみの有料化 等

第9回（予定）  答申（素案）のまとめ

第10回（予定）  答申（案）のまとめ

諮問内容

『資源循環型社会の実現に向け区民・事業者の

行動変容を促し、更なるごみ減量・リサイクルを

推進する新たな施策について』
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今日はここ☞
（まとめ）

今日はここ☞



本日の流れ
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審議
今日のテーマ① 『より効果的な普及啓発に向けた取り組み③』

約３０分
・第3回・第4回まとめ 今後の世田谷区の普及啓発の柱について

今日のテーマ②  『経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について①』

（事務局説明） 約１５分
・当テーマについての審議の進め方
・経済的インセンティブ等を用いた取り組み

（審議） 約６０分
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今日のテーマ①

『より効果的な普及啓発に向けた取り組み③』
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テーマ：『より効果的な普及啓発に向けた取組』 まとめ

第３回・第４回でいただいたご意見（一部抜粋）

子どもを通した親世代への啓発が効果的では ／ 有料化は関心を高める手段として効果的

Web上でアクセスしやすい環境があると無関心層にも届きやすいのでは  ／ エコプラザ用賀の更なる活用

多少有料でも痒い所に手が届く制度があると行動しやすい ／ 若者にはネガティブ表現では届かない

人の行動原理としてお金やポイントなどのインセンティブは有効 ／ 学生向きの勉強の場・周知の場の確保

日頃目に付く場所を使っての啓発が有効では ／ 子どもが興味を持つと家庭内へ良い影響がある

ナッジ理論を活用した無関心層へのアプローチ ／ ポイント付与で店頭のペットボトル回収量が増えた実績あり

審議会に大学生に参加してもらい、学内で広めてもらう ／ 地域団体として効果的な普及啓発が難しい

GRとしても大学などと連携していきたい ／ 無関心層は若年層が多いのではないか

町会やGRメンバーが高齢化しておりICT化が進まない ／ ポスターを募集をして区長賞等を区内様々に掲示

関心の高いであろう高齢層はアナログ、関心が低いと思われる若年層はデジタルというギャップ

ポイ活などのインセンティブは有効 ／ 郵便局と連携したポスター掲示や古着回収が有効では

楽しく少し得したと感じ、そして学びになる施策 ／ 子どもたちがやってよかった・いいことしたと思える取り組み

分別を細分化し、もっと資源化を進めるべきでは ／ ごみ処分には経費が掛かることを積極的にPR

身近な場所にリユース品を持ち込める場所があると有効 ／ デジタルネイティブである20代をもっと活用

大学内で譲渡システムがあると粗大削減に繋がる ／ イベントでのチラシ配布は無関心層が受動的に知る機会

区内50％を占める単身層へのアプローチが難しそう ／ 特に単身・共同住宅・30歳以下をターゲットにした施策

子育て世代は忙しく、情報にリーチする暇がない
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テーマ：『より効果的な普及啓発に向けた取組』 まとめ

第３回・第４回でいただいたご意見（一部抜粋）

プラスチックをリサイクルに出せる場所が少ない ／ 薬の包装シートリサイクルに世田谷区も参加してみては ／

事業者とのタイアップなど、官民連携した施策で効果アップが期待できるのでは ／ 製造時から処分時のことを考え

た商品づくりができないか ／ リサイクルに積極的な企業を活用した取り組み ／ 廃油回収の充実を ／ 減量目標

を他自治体と相対比較できるとよい ／ 区内で利用される食品トレイの材質を統一できないか ／ 良い施策でも区

民が知らないものも多い ／ 審議会として区に強化してほしい施策を指摘してもいいのでは ／ インセンティブが

働く仕掛け作りが重要 ／ スーパーの店頭回収ペットボトル以外にインセンティブ付けるのは難しい ／ ごみ減量・リ

サイクルの必要性をもっと周知すべき ／ 地域資源の活用で効果アップ ／ 企業もリサイクルを考えた製品や新た

なリサイクルルートを模索している ／ エコプラザ用賀は利便性が高い ／ 試してみて良さに気付いて初めて行動変

容に繋がる ／ 消費者の意識改革が必要 ／ 行動変容に向けてどういう伝え方をするかが重要 ／ 一人当たりの

「ごみの排出量」や「ごみの収集経費」の世田谷区のポジションはどのようになっているか指標で訴えていくのが効果的 

/なぜごみを減らさなければいけないのかを伝え、世田谷区内全域に「３R」と分別収集の徹底を周知する
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主な具体的な施策の例

・エコプラザ用賀のリユース機能の拡充
・啓発イベント等による来場者への情報周知機会の
創出
・WEBでアクセスしやすい環境をつくる
・引っ越し業者等と連携したリサイクルの拡充
・資源回収品目の拡充（トレイ、廃油等）
・郵便局との連携
・処理経費の周知が重要
・リサイクルに積極的な企業と連携した取り組み
・せたがやＰａｙと連携したインセンティブ

など

テーマ：『より効果的な普及啓発に向けた取組』 まとめ

主な施策の方向性の例

・子どもたちを通した啓発施策の重要性
・若者・単身世帯をターゲットにした施策展開
・人の行動原理としてインセンティブは効果的
・情報へのリーチをいかにしやすくするか
・ナッジ理論を活用した無関心層への取り組み
・消費者の意識改革を促す取り組み
・大学や地元団体と連携した取り組み
・若者や単身世帯にデジタルを活用した取り組み
・様々なリソースを活用した参加機会の拡大

など
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個々のご意見をまとめると・・・

これからの時代、全ての役割を行政が一手に担うのではなく、企業や大学、町会や
NPOといった地域活動団体など、地域で活動する様々な団体との協働や役割分担するこ
とでこれまで以上に効果的な普及啓発施策の効率的な展開が期待できる

また、これらの地域資源を繋ぐこともこれからの行政の大切な役割
各団体が行っているそれぞれの得意分野を活かした取り組みを繋ぐことで、区民の新たな興
味・関心を引き出し、行動変容へと繋げる

施策の実施にあたっては、ごみ減量やリサイクルへの関心度に応じ、どの層をターゲットとす
るかを明確にし、どのような地域資源と連携することが効果的か、また施策の中身も各層の興
味・関心度合いに応じデジタルを活用した広報や参加型イベントの実施など、参加機
会の拡大を図ることが大切

その際は、デジタル技術やインセンティブを活用した活動に参加したくなる環境づくり
や、誰もが情報にリーチしやすい環境整備が効果的である

テーマ：『より効果的な普及啓発に向けた取組』 まとめ
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テーマ：『より効果的な普及啓発に向けた取組』 まとめ

今後の世田谷区の普及啓発の方向性の柱

○区民・事業者のごみ減量やリサイクルへの興味・関心の度合いに応じたアプローチ

○企業や大学、地域活動団体など、地域資源との連携や役割分担による施策展開

○将来を担う子どもたちへの環境学習の拡大

施策をより効果的なものとする手法として、デジタル技術等も積極的に活用

これらの普及啓発施策を通して参加機会の拡大を図り、
区民・事業者の行動変容を促す
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今日のテーマ②

 『 経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について①』



経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について
（審議の進め方）

【第５回】 経済的インセンティブ等を活用した取組について①
・概要説明

・世田谷区の現状 / 事例紹介

・審議

【第６回】 経済的インセンティブ等を活用した取組について②
・審議の続き

・まとめ

【第７回】 家庭ごみの有料化について①
・これまでの検討状況

・事例紹介

・審議

【第８回】 家庭ごみの有料化について②
・審議の続き

・まとめ
11



種別 概要 メリット デメリット

規制的
手法

法令を根拠として区民や事業者の行動を直接的
に制約するもの

・すべての区民を対象とすることができ、必
要に応じて罰則規定を設けるなど強制的に行
動を制約できる

柔軟性に欠ける

奨励的
手法

各経済主体の自主的な取組の促進を狙いとした
もの
ごみ減量・リサイクル推進の取組を支援する枠
組の提供を通じて、自治体による区民や事業者
の自主的な取組を促す

・区民・事業者の意識を高め、環境配慮行動
を促進できる

・任意参加を基本とするので区民・事業者の
プログラムに対する受容性が高い

・プログラムの制度設計や運用に自治体の創
意工夫を活かせる

・区民・事業者と行政が連携しながらプログ
ラムを推進できる

参加者がもともと環境意
識の高い層に限定されが
ちである

経済的
手法

価格メカニズムを活用して各経済主体の減量へ
の意識と行動を引き起こすもの
経済的なインセンティブの提供により、価格メ
カニズムを通じて区民・事業者の行動を政策が
意図する環境配慮の実践に導く

・基本的にすべての区民を対象とすることか
ら、奨励的プログラムに参加せず啓発情報が
届きにくい層に対しても環境配慮行動を誘発
できる

経済的インセンティブの
付与による行政の予算増
や家庭ごみ有料化等によ
る経済的負担の発生
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【ごみ減量施策の主な手法】

引用：山谷修作著「ごみ減量政策」P8～10を基に作成

経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について
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規制的手法

経済的手法奨励的手法

多くのごみ減量施策は単一の手法ではなく
複数の手法を組み合わせている

【ごみ減量施策の主な手法】

経済的手法等を用いたごみ減量施策の実現性について



インセンティブとは・・・人々の意思決定や行動を変化
させるような要因・報酬のこと
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（主な種類）
・経済的（物質的）インセンティブ・・・金銭、物品

・評価的インセンティブ・・・評価、表彰

・人的インセンティブ・・・人間関係

・理念的インセンティブ・・・理念、価値観

・自己実現的インセンティブ・・・目標、将来のビジョン



金銭的インセンティブに
よるフィールド実験

15引用：J-STAGE 行動経済学11巻（2018）P132-142
依田高典/石原卓典著「金銭的インセンティブとナッジが
健康増進に及ぼす効果：フィールド実験によるエビデンス」

経済的インセンティブを付与
することにより一定の効果が
見込まれる。
※インセンティブ付与後の効果の
継続性についてはバラつきがある。

金銭的インセンティブを活用した研究事例
（健康関連分野において多くの事例あり）



・資源の集団回収

家庭から出る資源（古紙や缶、びんなど）を、町会・自治会・
集合住宅など地域の団体が、自主的に回収を行い資源回収業者に
引き渡すリサイクル活動

→回収量に応じて団体に奨励金を支給するなどの支援
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経済的インセンティブを活用した取組

【世田谷区】

【単位：団体】



17

経済的インセンティブを活用した取組

【世田谷区（福祉）】

（目的）高齢者の閉じこもりの解消お
 よび介護予防の機会を創出す
 ること

（内容）ラリースポット（協力店舗や施
         設）を訪問し、チェックインする

 と１ポイント獲得。５０ポイント    
貯まったら、せたがやPayのコ    
イン５００円分と交換可能

（対象）区内在住の６５歳以上の方
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評価的インセンティブを活用した取組

【世田谷区】

・食品ロス削減推進ポスターコンクール

未来を担う区内の小学生が食品ロスについて学び、食べ物の

大切さや未来の地球環境を守ること等への理解と関心を深める

ことを目的として実施

→表彰された作品は区内公共施設のデジタルサイネージにより

配信
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評価的インセンティブを活用した取組

【新宿区】

・区内の地域や事業所などでごみの減量・資源循環型社会の
  形成に貢献した個人・団体を表彰

【３R推進協議会】

・3Rに率先して取り組み、継続的な活動を通じて顕著な実績を
挙げている者を表彰

※世田谷区も㈱ジモティーと連携した事業で環境大臣賞を受賞（令和6年度）



今日の審議の進め方

テーマ： 『経済的インセンティブ等を活用した取組』 ①
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・ごみ減量に効果的なインセンティブについて

個人として、企業として、団体として、ごみ減量やリサイクルに協力したくな
るインセンティブはどのようなものですか？

審議会委員として、区に取り組んでほしいインセンティブを活用した施策は
どのようなものですか？



次回（第６回）の審議内容

21

（予定）

○第５回に引き続き、ごみ減量に効果的な経済的インセンティブ等を活用
 した取組についての意見出し・まとめ
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